
７．服務の状況

（１）服務の根本基準

（２）地方公務員法に定められている職員の義務等

①法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

②信用失墜行為の禁止

③秘密を守る義務

④職務に専念する義務

⑤政治的行為の制限

⑥争議行為等の禁止

⑦営利企業等の従事制限

（３）職務に専念する義務の免除

①研修を受ける場合

②厚生に関する計画の実施に参加する場合

③その他任命権者が特に認めた場合

（４）営利企業等への従事許可

①職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと

③職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと

　服務とは、職員が職務に服する場合に守らなければならない義務や規律のことで、その根本
基準は地方公務員法第３０条において「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため
に勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」
と定められています。

②当該営利企業と市との間で利害関係を生じるおそれが無く、かつ、その他職務の公正を妨げ
るおそれがないこと

　服務に関する具体的な義務等として、地方公務員法において次のとおり定められており、こ
れらに違反した職員に対しては懲戒処分が行われることがあります。

  職員には、職務に専念する義務が課せられていますが、条例で定める次の事由に該当する場
合は、当該義務が免除されます。

　職員は、報酬を得て事業や事務に従事できないなど営利企業等への従事が制限されています
が、次の諸点から考慮して任命権者が許可をした場合に限り、営利企業等に従事することがで
きます。
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